
（別紙第8）

主な審判事件一覧表
【別憂第一事件】

家串事件手続法

堀I 巫面

管輔譲判所 申立権者 必要的陳述聴取又は怠見聴取 告知の定め 取下制限 備考 家事審判法
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成年寂後見人となる

べき者の住所地(法
117【）
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卒人.配偶者,四親等内の親族.
未成年後見人,未成年後見監督
人,保佐人,保佐監督人.補助
人‘補助監督人.検察官(民7)，
市町村長(輔神保健及び精神障
害者福祉に関する法律51の11の
2,知的障害者福祉法28,老人福
祉法32>,任恵後見受任者,任窓
後見人.任怠後見監督人〈任窓
後見契約に関する法律10n)
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奴ヰ砥没見人となるべき者の
陳述(法12010)
(ただし.心身の障害により成
年被後見人となるべき者等の
陳述を聴くことができないときは
この限りではない.以下△を付
した部分についても同様）
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甲巫人･利吾閣係参加人(法74I)
成年後見人に選任される者(法122
Ⅱ①）

任憲後見契約法10mの規定により
終了する任童後見契約に係る任意
後見人及び任迂後見監督人(法122
Ⅱ①）

成年被後見人となるぺき者に通知
(法122Ⅱ①）
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躍足〔法1191）

甲 1

2 後見開始の審判の取消し

震見開始の審判をし

た家庭裁判所(抗告
裁判所が後見開始
等の裁判をした場合
にあってはその第一
審裁判所である家庭
裁判所)以下※を付
した部分についても
同様(法117Ⅱ）

季人‘配偶者.四親等内の親族，

未成年後見人及び成年後見人．
未成年後見監督人及び成年後見
監督人,検察官(民10）
【保佐開始又は補助開始の審判
をする塙合】
職権(民19n)

L氏1oの濁合J

成年被後見人△‘成年後見人
の陳述(法1201@)

医師の意見(法119Ⅱ）

中立人,判替関係参加人.成年被
後見人(法741)
成年後見人.成年後見監督人(法
122Ⅱ②） ．

甲 1

3 成年後見人の選任

俊見開始の審判をし
た家庭裁判所※
ただし,後見開始の
審判事件が家庭裁
判所に係鹿している
ときは,その家庭裁
判所(法117Ⅱ）

L嘆見闘始の審判をするとき】
職樋(民8431)
【成年後見人が欠けたとき】
成年被後見人,成年被後見人の
親族.その他利害関係人.職櫓
(民843Ⅱ),保瞳の実施撮関(生
活保騒法81）

【成年後見人を更に選任すると
き】

成年被後見人,成年被後見人の
親族.その他利害関係人,職権，
成年後見人(民843m)

既年碩震見人となるべき者又

は成年被後見人の陳述△(法
120【③）

成年後見人となるべき者の憲
見(法120Ⅱ①）

中立人．利吾関係参加人．

た成年後見人(法741)
選任され ○

(法121
②,③）

甲 14

4 成年後見人の辞任についての貯
可

致見閣始の審判をし
た家庭裁判所※(法
117Ⅱ）

奴ヰ睡兄人(氏844） なし
中巫人･利晋関係参加人(法741)

甲 15



項

家事事件手続法

哩丁菌

管轄裁判所 申立権者 必要的陳述聡取又は意見聴取 告知の定め 取下制限 備考 家事審判法

類 号

5 成年後見人の解任

世兄闘賭の審判をし

た恵庭裁判所※(法
117Ⅱ）

匪兄室盲人．厩年硬登見人・成

年被後見人の親族,検察官.職
桧(民846）

域ヰ置兄人の陳述(法1201④． 中エハ・利否闇撫参加人．成年後
見人(法74【）

甲 16

6 成年後見監督人の選任

蛍見開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
117Ⅱ）

ただし,後見開始の
審判事件が家庭裁
判所に係屈している
ときは,その家庭鍵
判所(法117Ⅱ）

収幸蔽酸見人.成年被後見人の

親族,成年後見人,職権(民849）
既年破陵見人又は成年被後見
人となるべき者の陳述△(法
1201｡)

成年後見監督人となるべき者
の忽見(法120Ⅱ②）

中巫人，判吾関係参加人．

た成年後見監督人(法74【
選任され
）

甲 14

7 成年後見監督人の辞任について
の許可

謹見開始の審判をし

た家庭裁判所※(法
117Ⅱ）

瞳ヰ陵見匿音人(民852,844）
中ユ人.利吾闇係参加人(法741）

甲 15

8 成年後見監督人の解任

選兇開始の審判をし

た家庭裁判所※(法
117Ⅱ）

戚牛置兄遮音人,成年祇後見

人,成年被後見人の親族,検察
官,職櫨(民852.846）

騏牛麓兄潭雷人の陣述(法120
1⑤〉
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見監督人(法741)
甲 16
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不人.配偶者,四親等内の親族，

後見人,後見監督人‘補助人‘補
助監督人,検察官(民『1本文)．
市町村長(精神保健及び糖神障
害者福祉に関する法律5iの11の
2,知的障害者福祉法28.老人福
祉法32),任恵後見受任者,任窓
後見人.任意後見監督人(任意
後見契約に関する法律10n)
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蔽保涯人となるべき者の陳述
(法13010)
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中巫人･利畜閥隙参加人,被保佐
人となるべき者(法741)
保佐人に選任される者,任意後見契
約法10条第3項の規定により終了す
る任意後見契約に係る任童後見人
及び任憲後見監督人(法131①）

○

(法133.
121）

鑑定(法133, 119）

甲 2

18 保佐人の同意を得なければなら
ない行為の定め

保煙開始の審判をし

た家庭麹判所
ただし.保佐開始の
審判が家庭裁判所
に係属しているとき
は.その家庭裁判所
(法128Ⅱ）

32)．任涯後見受任者.任意後見
人.任愈後見監督人(任憲後見
契約に関する法律10n)

輝味涯人とな③べき者又は被

保佐人の陳述(法1301@)
中巫人,利畜閥像参加人.被保佐
人又は被保佐人となるべき者(法74
1)

保佐人及び保佐監督人(当酸審判
が保佐人又は保佐監督人の選任の
審判と同時にされる場合にあって
は.保佐人となるべき者又は保佐監
督人となるべき者)(法131②） 甲 QO

O



項

家事事件手続法

蕊】宮

管轄裁判所 申立極者 必要的陳述聴取又は童見聴取 告知の定め 取下制限 偽考 家事審判途

額 号

19 保佐人の同窓に代わる許可

味匪開蛸の審判をし

た家庭裁判所※
赦泳涯人(氏13m） 岸涯人のl原迩(法130】③） 中巫人･判管圏爆参加人.被保佐

人(法741）

保佐人,保佐監督人(法131③）

甲 2

20 保佐開始の審判の取消し

脚､睡ﾛ拘罪ロv〃世刊孟レ

た家庭裁判所※〔法
128Ⅱ）

李人‘配偶者.四親等内の親族．
未成年後見人.未成年後見監督
人,保佐人.保佐監督人.検察官
(民141)

【後見開始又は補助開始の審判
をする場合】
職権(民191．Ⅱ）

L氏141の塙合】

被保佐人及び保佐人の陳述
〈法1301@)

医師の冠見(法133. 119Ⅱ》

早巫人,利晉関係参加人.被保佐
人(法741)

保佐人,保佐監督人(法131④）

甲 2

21 保佐人の同意を得なければなら
ない行おの定めの審判の取消し

録佐開始の審判をし

た家庭裁判所※(法
128Ⅱ）

李人･配1禺者.四親等内の親族．

未成年後見人.未成年後見監督
人,保佐人.保佐監督人.検察官
(民14Ⅱ． I)

中巫人･判晉関係参加人.蔽保佐
人(法741)

保佐人.保佐監督人(法131⑤）
甲 2

22 保佐人の選任

保佐開始の審判をし
た家庭裁判所※
ただし,保佐開始の
審判事件が家庭裁
判所に係属している
ときは.その家庭裁
判所(法128Ⅱ）

l犀匠開始の審判をするとき】
職権(民876の21)
【保佐人が欠けた場合】
被保佐人.被保佐人の親族,そ
の他利害関係人.職権(民876の
2Ⅱ，843Ⅱ）

【成年後見人を更に選任する場
合】

被保佐人.その親族.その他利
害関係人,保佐人,鯉擢(民876
の2Ⅱ，843m） ．

趣味涯人となるべき者又は被

保佐人の陳述(法13010)

保佐人となるべき者の怠見(法
130Ⅱ①）

甲巫人.利害関係参加人,選任され
た保佐人(法741)

○

(法133,
121）

甲 14

23 保佐人の辞任についての許可

像佐開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
128Ⅱ）

床匠人〔氏876の2Ⅱ，844）
甲立人,利香関係参加人(法74【）

甲 15

24 保佐人の解任

保佐開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
128Ⅱ）

俸涯霊宙人.蔽保佐人,被保佐
人の親族,検察官.職樋(民876
の2Ⅱ，846）

味涯人の陳述〔法1301@) 中巫人.利沓関係参加人.保佐人
(法741)

甲 16
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項

家事事件手続法

亜爾

管轄裁判所 申立権者 必要的陳述聴取又は意見聴取 告知の定め 取下制限 備考 家事審判法

露 回春

26 保佐監督人の選任

無匪闘始の審判をし

た家庭裁判所※
ただし,保佐開始の
審判事件が家庭裁
判所に係属している
ときは.その家庭銀
判所(法128Ⅱ）

蔽輝涯人,被保佐人の親族.保
佐人.職権(民876の31)

赦床涯人となるべき者又は被
保佐人の陳述(法13010)

保佐監督人となるべき者の意
見(法130Ⅱ②）

中巫人．利昏閨爆参加人，

た保佐監督人(法741)
避任され

甲 14

27 保佐監督人の辞任についての酢
可

保佐開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
128Ⅱ）

味涯室雷人(民876の3Ⅱ，8“）
中巫人,利吾関係参加人(法741)

甲 15

28 保佐監督人の解任

保佐開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
128Ⅱ）

津涯人,破隊煙人.披保佐人の

親族.検察官,職権(民876の3
Ⅱ，846）

澤涯五箇人の隈述(法1301
⑦）

中巫人,判晋閣際参加人,保佐監
督人(法741)

甲 16

32 保佐人に対する代理樋の付与

傑厩關始の審判をし
た家庭裁判所※
ただし.保佐開始の
審判が家庭裁判所
に係属しているとき
は.その家庭裁判所
(法128Ⅱ）

不人.配偶者,四親等内の親族，
後見人,後見監督人,補助人,補
助監督人.検察官.保佐人.保佐
監督人(民876の41． 11本文)．
市町村長(縮神保健及び精神障
害者福祉に関する法律51の11の
2,知的障害者福祉法28,老人福
祉法32)任意後見受任者,任憲
後見人,任意後見監督人(任意
後見契約に関する法律10Ⅱ）

甲立人,利害関係参加人,保佐人
(法741)

被保佐人及び保佐監督人(当麟審
判が保佐監督人の選任と同時にさ
れる場合にあっては,保佐監督入と
なるべき者)(法131⑥）

本人の同窓(民876の
4Ⅱ）

甲 2

33 保佐人に対する代理椎の付与の
審判の取消し

味匠開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
128Ⅱ）

李人,配偶者､四親等内の親族，
後見人.後見監督人,補助人.補
助監督人.検察官.保佐人.保佐
監督人(民876の4m）

中巫人，利吾閥係参加人,保佐人
("741)

被保佐人及び保佐監督人(法131
⑦）

甲 2



家事事件手続法

』貝 I. 亜面

管鞄裁判所 申立桧者 必要的陳述聴取又は窓見聴取 、告知の定め 取下制限 備考 叡事審判法

顕1号繍目
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李人.配偶者.四親等内の親族●

後見人.後見監督人,保佐人.保
佐監督人.検察官(民151).市
町村長(箱神保健及び精神障害
者福祉に関する法律51の11の2，
知的障害者福祉法28.老人福祉
法32)．任迩後見受任者.任奪後
見人,任愈後見監督人(任意後
見契約に関する法偉10Ⅱ）
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識預切人となるべき者の陳述
(法139IO)

医師その他の適当な者の窓見
(法138〉
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甲巫人･利斉閣娠参加人.被補助
人となるべき者(法741)
補助人に選任される者.任窓後見契
約法10条第3項の規定により終了す
る任愈後見契約に係る任憲後見人
及び任意後見監督人(法140①）
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(法142.
121）
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本人の同冠(民15Ⅱ）

甲 2の2

37 補助人の同意を栂なければなら
ない行為の定め

U画…■…夕画マグ酉丁刃邑し

た家庭裁判所※
ただし.補助開始の
審判が家庭薮判所
に係属しているとき
は.その家庭裁判所
(法136m）

率人,配偶者.四親等内の親族．

後見人,後見監督人,保佐人,保
佐監督人.検察官,補助人‘捕助
監督人(民171,151本文),市
町村長(箱神保健及び箱神障害
者福祉に関する法律51の11の2，
知的障害者福祉法28,老人福祉
法32)‘任意後見受任者,任窓後
見人,任窓後見監督人(任董護
見契約に関する途律10Ⅱ） ＊

中巫人,利膏関係参加人.被補助
人又は被補助人となるべき者(法74
I)

補助人.補助監督人(当餓審判が補
助人又は補助監督人の選任の審判
と同時にされる珊合にあっては.補
助人となるべき者又は補助監督人と
なるぺき者)(法14⑫）

本人の同恵(民17Ⅱ）

＊任意後見契約に
関する法律10条2項
の規定により任意後
見受任者,任恵後見
人及び任意後見監督
人は保佐開始の審判
又は補助開始の審判
の申立てと同時に行う
塙合に申立樋を有す
ると解されている。

甲 2の2

38 補助人の同窓に代わる許可

補助開始の審判をし
た家庭哉判所※

蔽禰助人(氏17m》 禰切人の騨迩(法1391@) 中巫人,利吾関係参加人(法741)

舗助人.補助監督人(法14噸）

甲 2の2

39 補助開始の審判の取消し

爾助開始の審判をし

た家庭露判所※(法
136Ⅱ）

本人.配偶者,四親等内の親族‘

未成年後見人,未成年後見監督
人.補助人,補助監督人.検察官
(民181．m〉

【後見開始又は保佐開始の審判
をする場合】
職権(民191．Ⅱ）

l氏181又は皿の墳合】

被補助人及び補助人の陳述
(法1391@)

中巫人･利杏闇際参加人.被補助
人(法741)

補助人,補助監督人(法140④）

甲 2の2

40 補助人の同室を得なければなら
ない行為の定めの審判の取淵し

砺助剛始の審判をし
た家庭種判所※(法
136Ⅱ）

卒人,配慨省.四親等内の親族，

未成年後見人,未成年後見藍醤
人,補助人,補助監督人.検察官
(民18Ⅱ）

中巫人,利吾関原参加人.被補助
人("741)

補助人,補助監督人(法14 )
甲 2の2



項

家事事件手線法

毎珀

管曙裁判所 申立権者 必要的陳述聴取又は意見聴取 告知の定め 取下制限 備考 家事審判法

類 号

41 補助人の選任

禰瑚醐始の審判をし

た家庭裁判所※
ただし,補助開始の
審判が家庭薮判所
に係属しているとき
は,その家庭裁判所
(法136Ⅱ）

L細切開殖の審判芒するとき】
職権(民876の71)
【補助人が欠けた場合】
被補助人.被補助人の親族‘そ
の他利害関係人,職擢(民876の
7Ⅲ、843Ⅱ）

【補助人を更に選任する堪合】
被補助人,その親族.その他利
害関係人.職櫓(民876の7Ⅱ．
843m)

趣翻切人となるべき者又は被

補助人の陳述(法1391@)

補助人となるべき者の意見(法
139Ⅱ①）

中巫八,利吾関係秀加人.選任され
た補助人(法74I)

○

(法142.
121）

甲 14

42 補助人の辞任についての許可

翻助開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
136Ⅱ）

翻切人(氏876の7Ⅱ、8“）
中巫人,率l香関係参加人(法741)

甲 15

43 補助人の解任

補助開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
136Ⅱ）

刑期遮音人‘識補助人‘被補助
人の親族,検察官.職権〈民878
の7Ⅱ’846）

禰切人の陣迩(法139【⑤） 中立人,利菩関係参加人.補助人
(法741）

甲 16

45 補助監督人の選任

補助開始の審判をし
た家庭裁判所※
ただし.補助開始の
審判が家庭裁判所
に係閏しているとき
は.その家庭裁判所
(法136Ⅱ）

鍾鯛切人,蔽砺助人の親族,補
助人.職権(民876の81)

翫翻助人となるべき者又は被

補助人の陳述(法1391@)

補助監督人となるべき者の怠
見(法139Ⅱ②）

中エ人．判吾閣鰍秀加人’

た補助監督人(法741）
選任され

甲 14

46 補助監督人の辞任についての齢
可

彌助開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
136Ⅱ）

冊I切霊琶人(民876の8Ⅱ，844）
中巫人･判吾閣係参加人(Z74I)

甲 15

47 補助監督人の解任

翻助開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
136Ⅱ）

f同四人･諏翻助人.蔽翻助人の

親族.検察官.職権(民876の8
Ⅱ、846）

翻助霊督人の隈迩(法1391
⑥）

中巫人･利晉閏録参加人.補助監
督人(法741)

甲 16



項

家事事件手線法

巫垣
管轄裁判所 申立権者 必要的陳述聴取又は憲見聴取 告知の定め 取下制限 燗考 家事審判注

覇 号

51 補助人に対する代理権の付与

翻助開始の審判をし

た寵庭裁判所※
ただし.補助開始の
審判が家庭駁判所
に係屈しているとき
は.その家庭裁判所
(法136Ⅱ）

卒人.配偶壱・四親等内の親族，
後見人,後見監督人.保佐人.保
佐監督人,検察官.補助人.補助
監督人(民876の91),市町村長
(鞘神保健及び績神障害者福祉
に関する法律51の11の2.知的障
害者福祉法28,老人福祉法32)､
任恵後見受任者,任意後見人，
任重後見監督人(任窓後見契約
に関する法律10Ⅱ） ＊

中ユ人,利吾閥係参加人.補助人
(法741)

補助人.補助監督人(当骸審判が補
助監督人の選任の審判と同時にさ
れる場合にあっては.補助監督人と
なるべき者)(法140⑥）

本人の同意(民876の

9Ⅱ）

＊任意後見契約に
関する法律10条2項
の規定により任章後
見受任者‘任意後見
人及び任意援見監督
人は保佐開始の審判
又は補助開始の審判
の申立と同時に行う埋
合に申立椎を有すると
解されている。

甲 2の2

52 補助人に対する代理権の付与の
審判の取渦し

禰助開始の審判をし

た家庭裁判所※(法
136Ⅱ）

本人.配偶者､四親等内の親族.

未成年後見人.未成年後見監督
人.検察官.補助人,鋪助監督人
(民876の9Ⅱ，876の4m, 1)

中立人.利署関係参加人･補助人
(法741)

被補助人及び補助監督人(法140
⑦） 甲 2の2
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55

百⑲珂畦の琶埋 、 ：．

不在者の財産の管理に関する処
分 。

③ + ■ ■■

不在者の従来の住

所地又は居住地(法
145）
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中巫人･利吾関係参加人(法74【）
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甲 4

57 失除の宣告の取消し

矢遍者の住所地(迭
1491)

本人，判普関係人(民32）
甲巫人･判吾関係参加人.失躍者
(事件の紀録上失蹄者の住所又は
居所が判明している墹合に限る｡）
(法741,149m) 甲 4



家事事件手続法

壇I 雲画

管轄裁判所 申立樋者 必要的陳述聴取又は愈見聴取 告知の定め 取下制限 備考 家事審判法

類1号親9
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甲立人･利吾関係参加人.選任され
た特別代理人(法741)

甲 5

60 子の氏の変更についての許可

子の住所地(子が複
数あるときは子のう
ちの1人の住所地）
(法1601）

子(子が滴15趣未満であるとき
は.その法定代理人)(民7911,
m)

甲立人,利害関係参加人(法741)

甲 6

61 養子縁組をするについての酔可

喪子となるべき者の

住所地(法161 1)
養親となるべき者(民794‘798） 愛子となるべき者(15鼠以上の

もの).養子となるべき者に対し
親権を行う者及び養子となるべ
き者の未成年後見人の陳述
〔法161m）

甲立人‘利腎関係参加人(法741)

甲 7

62 死後離縁をするについての鮮可

甲立人の住所地(法
1621)

餐子稗組の生存当事者(民811
Ⅵ）

甲立人.利害関係参加人(法74I)
＊

＊養子の死後に死後

離縁の肝可の申立て
があったときは.申立
人が不適当であるとき
又は申立てに理由が
ないことが明らか名時
を除き.養子を代襲し
て養親の相線人となる
べき者に通知(事件の
記録上その者の氏名
及び住所が判明して
いる墹合に限る｡）
(162m）

甲 8

63 特別謡子縁組の成立

喪親となるべき者の

住所地(1641)
養親となる者(民817の21) L厩立の審判をする喝合】

養子となるべき者の父母.養子
となるべき者に対し親櫓を行う
者及び養子となるべき者の未
成年後見人,養子となるべき者
の父母に対し親擢を行う者及び
養子となるべき者の父母の後
見人の陳述(法164m)
(養子となるぺき者の父母の同
意がないときは‘審問において
陳述聴取をする必要がある｡）

【却下の審判をする鳩合】
萎子となるべき者に対し親権を
行う者及び養子となるべき者の
未成年後見人の陳述(法164
Ⅳ）

中巫人･利吾関原霧加入・菱子とな
るべき者の父母(法741.)
養子となるべき者に対し親権を行う
者及び養子となるべき者の未成年
後見人.義子となるべき者の父母に
対し親権を行う者及び養子となるべ
き者の父母の後見人(法164V)*

＊審判が確定したと

きは,当骸餐子縁組
のあっせんをした児童
相談所辱及び当骸養
子縄組について家庭
裁判所からの嘱託に
応じ閥査を行った児童
相談所に通知(規93
皿）

甲 8の2



、

X･蝉(民8371）

管理権を回復する
'】
37Ⅱ）

副1．匪以ェのものﾉの縢迩

法1691｡
親楢又は管理権を回復す：
》いての鮮可】
二('5鐘以上のもの),子に女
Z権を行う者.子の未成年接
､の陳述(法169I@)

項

家事事件手続法

函巧

管轄裁判所 申立権者 必要的陳述聴取又は怠見聴取 告知の定め 取下制限 陶考 家事審判法

類 号

64 特別菱子縁組の離緑

垂観の圧所地(165
1)

塞十.異父蝉.検察官(民817の
10)

L罷琴の審判をする塙合】 ・

養子(15錨以上のもの).養親，
養子の実父母(これらの者の陳
述聰取は,審問期日において
する必要がある.),養子に対し
親権を行う者及び養子の後見
人,養親の後見人.養子の実
父母に対し親権を行う者及び養
子の実父母の後見人の陳述
(法165m)

【却下の審判をする場合】
義子の実父母(申立人を除く)，
饗子に対し親権を行う者及び義
子の後見人.養子の実父母に
対し親権を行う者及び養子の
実父母の後見人の陳述(法165
Ⅳ）

中立人,利沓閥爆人参加人.養親，
養子及びその実父母(法741)
養子に対し親権を行う者及び養子の
後見人.養親の後見人.養子の実
父母に対し親擢を行う者及び養子の
実父母の後見人(法165V)
＊

＊愛子の年齢及び

発達の程度その他一
切の事慣を考鹿して
菱子の利益を害すると
囲める場合には.養
子に告知することを要
しない(法165Ⅵ）

甲 8の2

親肘

65 子に関する特別代理人の選任
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子の圧所地(法167）
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中巫人,利沓閏畷人参加人.選任さ
れた特別代理人(法74I)
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甲 10

67 親権喪失,親権停止又は管理権
喪失

子の住所地(法167） 子,ての親辰,未成年徴見人.未
成年後見監督人,検察官(民
834,834の21,835),児童相談
所長(児童福祉法33の7）

十(15厩以上のもの)．子の親

橘者の陳述(法16910)(子の
親権者の陳述聴取は,審問期
日においてする必要がある｡）

中巫人,判吾関係参加人.親権を喪
失し,若しくは停止され,又は管理権
を喪失する親権者(法741)
子(法170①） 甲 12

68 親梅喪失.親権停止又は管理権
喪失の審判の取渦し

子の住所地(法167） 季人.その親族(民836)．児童相
談所長(児童福祉法33の7）

ナu5錘以上のもの)．子に対し

親樋を行う者.子の未成年後見
人.親樋を喪失し･若しくは停
止され.又は管理権を喪失した
者の陳述(法1691@)

中巫人‘判晉閣際参加人‘親権を喪
失し､若しくは停止され,又は管理権
を喪失した親権者(法741)
子･子に対し親権を行う者,子の未
成年後見人(法170②）

甲 12



家事事件手続法

4月 I 巫面

管輔裁判所 申立権者 必要的陳述聴取又は童見聴取 告知の定め 取下制限 備考 家事審判透

類1号宋備
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養子の段緑後に未成年後見人と
なるべき者の選任
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単巫人･判笹閣曝参加人,選任され

た未成年後見人となるべき者(法74
I）
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甲 7の2

71 未成年後見人の選任

未成年被後見人の
住所地(法176）

L禾厩年後見人となるべき者がい
ない墹合,又は未成年後見人が
欠けた場合】
未成年被後見人.未成年被後見
人の親族その他の利害関係人
(民8401).辞任した未成年後見
人(民845).未成年後貝駿督人
(民851②).生活保渡実施機関
(生活保護法81),児童相峨所長
(児童福祉法33の81)
【追加選任】
未成年後見人,未成年被後見
人.未成年被後見人の親族その
他の利害関係人,職櫓(民840Ⅱ）
【父又は母が.親樋,管理櫓を辞
した場合又は親権喪失,親権停
止,管理樋喪失の審判を受けた
場合】
当該父又は母(民841）

禾厩年寂後見人(15賎以上の
者に限る。
①）

)の陳述(法1781

未成年後見人となるべき者の
意見(法178Ⅱ①）

中巫人‘利害関係霧加入,選任され
た未成年後見人(法741).

○(法
180,法
121）

甲 14

72 未成年後見人の辞任についての
許可

未成年被後見人の

住所地(法176）
禾既年産兇人(民844）

中立人‘利督関係参加人(法741)

甲 15

73 未成年後見人の解任

禾灰年蔽霞見人の

住所地(途176）
木厩年蛍見監督人,未成年被後
見人.未成年被後見人の親族．
検察官,職権(民846）

不鰹年震見人の陳述(蚤178
1②〉

中巫人,判晋閨曄参加人,未成年
後見人(法741)

甲 16

74 未成年後見監督人の週任

禾戚年祇繊見人の
住所地〈法176）

木凧手蔽浬異人,未成年被後見

人の親族.未成年後見人.職權
(民849）

木灰年寂後見人(15鯉以上の

者に限る｡)の陳述(法1781
①)

未成年後見監督人となるべき
者の窓見(法178Ⅱ②）

中巫人,判吾闇燥参加人.選任され

た未成年後見監督人(法74I)

甲 14

75 未成年後見監督人の辞任につい
ての併可

未成年被後見人の

住所地(法176）
禾厩年睡見瞳腎人(民852．84
4） 甲立人,利吾関係参加人(法741)

甲 15

76 未成年後見監督人の解任

未成年薮後見人の
住所地(法176）

未収年段見蓮督人.未成年被後
見人.未成年被後見人の親族．
検察官,臘梅(民852,846）

木厩年殴見監督人の陳述《法1
7810)

中巫人･利杏関係参加人,未成年
後見監督人(法741)

甲 16
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き者(複数いるとき
はそのうちの一人）
の住所地(法182
I)

【保湿者選任の申立
てと－の申立てによ
りする場合】
精神障害者の住所
地(法183）
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妖蚕砿利看又は扶養穣務者(民
877Ⅱ）
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妖塞韓務肴となるべき者の陳
述(法184①）
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中巫人‘判畜閥係参加人,扶髪譲

務の段定を受ける者となるべき者
(法741)

乙 8

85 扶養義務の設定の取消し

扶養覇務の設定の

審判をした家庭裁判
所※(法182Ⅱ）

玩垂砺利省又は扶養霧務者(民8
77m)

沃養砿利者の腫述(法184②） 中皿人,利害関係捗加人.扶養破
務の設定を受けた者(法741)

乙 8

推定』

86

目親入の鹿除5 : 昂.､､ ； ● ● 9

推定相続人の廃除

■

F■ ■ b L ■ｮ■■ LF

蔽相親人の住所地
(法1881本文）
【被相線人の死亡
後】

相練が開始した地
(法1881ただし書）
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蔽預糎人(民892)．遺言執行者
(民893)
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暁陣を求められた推定相職人
の陳述(申立てが不適法である
とき又は申立てに理由がないこ
とが明らかなときを除く）
(陳述聴取は,審問期日におい
てする必要がある｡）
(法188m）
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甲巫人‘利晉関係移加人.廃除を求
められた推定相線人(法741)

家事審判の申立書の

写しの送付(法188
Ⅳ,67）

乙 9

87 推定相続人廃除の審判の取淵し

癒相観人の住所地
(法1881本文）
【被相続人の死亡
後】
相鏡が開始した地
〔法188Iただし書〉

砿租秘人(氏8941).遺言執行
者(民894n.893) 甲巫人・利害閣尿参加人．

た推定相続人(法741)
廃除され

乙 9

88
推定相続人の廃除の審判又はそ
の取消しの審判の確定前の遺産
の管理に関する処分

推定相綴人の廃除
の審判事件又は推
定相続人の廃除の
審判の取消しの審剰
事件が係鹿している
家庭裁判所(その審
判事件が係属してい
ない堤合にあっては
相続が開始した地を
管鞘する家庭観判
所.その審判事件が
抗告裁判所に係属し
ている塙合にあって
はその裁判所)(法
189【）

観厩･利晉閣係人.検察官(民8
95I) 一丁一夕、・ ・す切亘唾2F応評列凹へO K 日理八

が選任された審判については>選任
された管理人(法741)

高裁が第一審として葺

事審判の手続を行う
場合あり

甲 23
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89 相続の承鯉又は放棄をすべき期
間の伸長

相緬が開始した地
(法2011)

利否閏係人,検察官(民915Iた
だし書）

甲立人,利害関係参加人.期間が
伸長された相続人(法741)

甲 24

90 相続財産の保存又は管理に関す
る処分

相親が開始した地
(法2011)

判吾閥喋人,検察官(民918n,
926Ⅱ．936，，940Ⅱ）

中巫人,利吾関係参加人. （管理人

の選任の審判については)選任され
た管理人(法741） 甲 25

91 限定承鯉又は相綴の放棄の取消
しの申述の受理

砠凝が開始した地

(法201I)
限定承麗･放棄の取消しをしよう
とする者(民919Ⅳ）

＊
＊甲述人及び利害間

係参加人に通知(規1
06n) 甲 25の2

92 限定承狸の申述の受理

相綴が開始した地
(法2011)

相慨人｛全只共同）(民922．92
3〉

＊

＊申述人及び利害間
係参加人に通知(規1
06Ⅱ） 甲 26

94 限定承潔を受理した場合におけ
る相続財産の管理人の選任

相認が開始した地一

(法2011).抗告裁
判所が限定承鯉の
申述を受理した場合
にあっては.その裁
判所(法201m)

唾砿〔法201m，民936I)
甲巫人,利害関係参加人，
た管理人(法741）

退任され

甲 28

95

ー

産

相続の放棄の申述の受理

相顎が開始した地
(法2011)

砠巍人(民938》
＊甲述人及び利悪関
係参加人に通知(親1
O6X) 甲 29
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相続債擢者又は受遺者(民941
1)

【第2種財産分離】
相親人の債横者(民9501)
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甲巫人,判吾関係参加人.相綬人
全員(法74【）

甲 30

97 財産分離の鯖求後の相線財産の
管理に関する処分

財産分離の審判事

件が係園している家
庭裁判所(抗告裁判
所に係属している場
合にあってはその裁
判所,財産分醸の裁
判確定後にあっては
財産分醗の審判事
件が係屈していた家
庭裁判所)(法20空
【②）

聴磁(民9431）
中巫人,利否関係参加人. (管理人

の遮任の審判については)選任され
た管理人(法74【）

高等裁判所が第一審
として寂事審判の手約
を行う増合あり ．

甲 32
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相続人の不存在の場合における
相綴財産の管理に関する処分
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利害関係人又は検察官(民952
【）

【樋限外行為許可】
相続財産管理人(民953.28）
【相線人捜索の抗告】
相鶴財産管理人.検察官(民95
8）

中巫人,利晋閣峰参加人.（管理人

の週任の審判については)選任され
た管理人(法74I)

甲 32

●

101 特別縁故者に対する相鏡財産の
分与

相観が開始した地
(法2031@)

甑摺税人と垂計を同じくしていた

者.被相続人の療養肴醗に努め
た者その他の被相編人と特別の
縁故があった者(民958の31)

砲統財産管理人の意見(法20
5）

中立人,利否閏係参加人《法74I)
＊

＊相観財塵管理人に

申立ての通知及び審
判確定の通知(規11
OⅡ） 甲 32の2
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碩醜を開始した地

(法釦91)
ただし,遺曾者の生
存中は,遺言者の住
所地(法209Ⅱ）
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証人の一人,利害関係人(民976
Ⅳ､979m） 中エ人,判吾闇朧参加人(法741) ○

(法212）

甲 33

103 遺首書の検麗

相綴を開始した地
(法2091)

埴画悟の味官者,遍冨毎を発見
した相統人(遺言保管者が存在し
ない墹合>(民1004I)

牢
○

(法212）
醐醤作成(法211）

*【遺言書の検鰹の
期日の通知】
申立人及び相続人
(規1151)

*【検麗済通知】
遺言書の検鯉の期日
に立ち会わなかった相
続人.受適者その他
の利害関係人(期日
通知を受けた者を除
<）

甲 34

104 遺言執行者の選任

預載を開始した地

(法2091)
利舌岡擁人(氏1010） 辺高額行者となるべき者の憲

見(法210n)
甲巫人･利晋闇際捗加人,選任され
た遺言執行者(法741)

甲 35

106 遺富執行者の解任

柏翫を闇始した地
(法2091）

不l喬囲峰人(E1019I) 垣高靭行者の陳述(法2101
①）

U奎逐、gもむ一軍脚E琴哩〃、・垣口熱

行者(法74I)
相続人(法213①） 甲 37

107 遺言執行者の辞任についての胖
可

相続を開始した地
(法2091)

垣邑訊打者(氏1019Ⅱ）
平ユハ,利晉興隙参加人(透741）

甲 37
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本人‘任念後見受任者(法222①）
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(法221）
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112 任意後見監督人が欠けた塙合に
おける任意後見監督人の選任

任意後見契約の効
力を発生させるため
の任痘後見監督人
の選任の審判をした
家庭薮判所(抗告裁
判所が当該任意後
見監督人を選任した
場合にあっては,そ
の第一審裁判所で
ある家庭裁判所）
(法217Ⅱ）

ただし.任窓後見契
約の効力を発生させ
るための任恵後見監
督人の選任の審判
事件が家庭裁判所
に係属しているとき
は.その家庭錘判所
(法217Ⅱ）

卒人,その親産,任蓮後見人,職
権(任意後見契約に関する法律4
Ⅳ）

不人の睡迩△(法220【①）

任窓後見監督人となるべき者
の愈見(法220Ⅱ）

中巫人．事l吾関係参加人，

た任愈後見監督人(法741
選任され
）

○
(法221）

113
任恵後見監督人を更に選任する
塙合における任意後見監督人の
選任

同上
本人･その親族,任意後見人,職
椎(任恵後見契約に関する法律4
V.Ⅳ）

不人叩陳迩△(法2201｡

任怠後見監督人となるべき者
の意見(法220n)

牢巫人．利吾閣偲参加人．

た任意後見監督人(法74【
選任され

）

■■■ Ⅱ■■

116 任窓後見監督人の辞任について
の許可

■●

同上 甦亙酸見霊宙人(任意畿見契約
に閥する法律7Ⅳ,民844） 中巫人，利晋閏醗参加人(法741）
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管轄裁判所 申立楢者 必要的陳述聴取又は恵見聴取 告知の定め 取下制限 備考 家事審判法
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117 任意後見監督人の解任

同上 仕忘政見踵雷人.祇任窓後見

人,その親族,検察官,職権(任
意後見契約に関する法律7Ⅳ,民
846）

仕慈域見逓腎人のI環述(法22
oI@)

平斗八,利晋圏泳捗加人，任憩後
見監督人(法741)

Ⅱ■■
ー

120 任意後見人の解任

同上
辻悪漢兄匿腎人.本人,その親
族,検察官(任意後見契約に関す
る法律8〉

桂悪漢児人の脾述(法2201
③）

中巫人,利吾閣侭参加人､任愈後
見人(法741)

本人.任意後見監督人(法222③） ー q■■

121 任意後見契約の解除についての
許可

同上 李人･辻忘酸児人(任怠撞見契
約に関する法律9Ⅱ）

季人里ひ丘芯殻見人の陳述
(法2201@)

甲ユハ，判督閏隊拶加人(蚤74［）

本人.任窓後見人,任遼後見監督
人(法222④）
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L塵の翼史についての許可】

氏を変更しようとする戸籍筆頭者
及びその配偶者(戸鰯法107I）
【名の変更についての鮓可】
名を変更しようとする者(戸籍法
107の2）

L氏の変吏についての許可の馨
判をする場合】
申立人と同一戸箱内にある者
(15蟻以上のものに限る｡)の
陳述(法2291)

中ユハ,判吾関鰍参加人(法741)

124 戸鯖の訂正についての酔可

語のある地

6③）
M,廼涯な醒醸等の訂正】
利害関係人(戸鯖法113）
【無効な行為の配触の訂正】
届出人.届出事件の本人〔戸籍
法114）

中ユハ、判晉闘1糸参加人(法741）
＊

＊l不適法な記駁等a
訂正】

申立てが当絞戸霜の
届出人又は届出事件
の本人以外の者から
された場合には.申立
てが不適法であるとき
又は申立てに理由が
ないときを除き,当該
届出人又は届出車件
の本人に対L,申立て
の通知(事件記録上こ
れらの者の氏名及び
住所又は居所が判明
している場合に限る）
(法228）
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郡垣府県剥事又はその委任を受
けた児童相験所長(児童福祉法
281.321)

泥亙を魂に壁腹する者･児童に

対し親権を行う者.児童の未成
年後見人，児童(15趣以上のも
のに限る｡)の陳述〈申立てが
不適法であるとき又は申立てに
理由がないことが明らかなとき
を除く)(法2361,235)
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中巫人,判吾縄侭参加人(法741)

児童を現に監護する者,児愈に対し
親桧を行う者.児童の未成年後見人
(法237）
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128 都道府県の措置の期間の更新に
ついての承腿

児重の住所地(法
234）

鄙坦府県知事又はその婁任を受
けた児童相談所長(児童福祉法
28n,321)

同上
中ェ人.利薔関躍参加人《法741)

児童を現に監護する者,児童に対し
親権を行う者.児童の未成年後見人
(法237）
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130 保護者の順位の変更及び保霞者
の選任

輌神障害者の住所
地(法2411)

●ー!■ーー－戸qマグマG勺一一● 勺面~DTT訂碗”E

長.市区町村長等(積神保健及
び精神障害者福祉に関する途律
20X,昭和38年10月2日家二第
加3号家庭局長回答）

L味謹言の順位の麗更】

先顕位に変更される者の意見
(法241Ⅱ①）

【保護者の選任】
保瞳者となるべき者の意見(法
241Ⅱ②）

L津睡香の願泣の変更】

申立人.利害関係参加人，
変更される者(法741)
【保湿者の選任】
申立人.利害関係参加人．
た保謹者(法74【）

先順位に

選任され
ー 一
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夫又は妻の住所地を管鞘する寂魔叡判所
(法15")
又は

当事者が合迄で定める家庭裁判所(法661)
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天．妻

(民752）
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当事香の騨浬(法68） 当畢者,利香関係参加人
(法741)
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乙 1

2 婚姻費用の分担に関する処分
夫又は妻の住所地を管鮪する家庭裁判所
(法150m
又は

当事者が合意で定める寂庭裁判所(法661)

天.妾

<民760）
当畢者の陣逐(法68） 当畢省.利害間係参加人

(法741）

乙 3

3
子の監腹に関する処分

(子の監腫者の指定.面会交流
養育費.子の引波し等）

子(父又は母を同じくする数人の子について
の申立てに係るものにあっては,そのうちの
一人)の住所地を管軸する衣庭裁判所(法
150④）
又は

当率者が合意で定める家庭裁判所(法661)

又‘坪, (子の麗謹者）

(民766Ⅱ．m‘749，
771.788）

ヨ季壱の蝉迩(法68）

子(15趣以上のもの)の陳
述(子の監瞳に要する受用
の分担に関する処分の審判
を除く｡）(法152Ⅱ）

当事者.利害関係参加人
(法741）

乙 4

4

。
■

財産の分与に関する処分
圭茎は雪であった者の住所地を管轄する家
庭義判所(法15噸）
又は

当車者が合意で定める家庭裁判所(法661)

天又Iま愛であった者
(民768Ⅱ、749. 771）

当畢香の騨迩(途68》 当季壱・村野闇係参加人

(法741）
○

相手方の同
意を要する増
合あり
(法153）

乙 5

5 離始等の堀合における祭具等の
所有桧の承纏者の指定

所有者の住所地を管輪する家庭裁判所(法
15噸）
又は

当事者が合怠で定める家庭裁判所(法661)

醒瑠等の一方当麺者.そ
の他の関係人
(民769Ⅱ、749.751Ⅱ，
771）

勤畢者の限迩(法68） 当畢惹,利害関係参加人
(法741）

乙 6



項

家事事件手続法

栗項
審判の場合の管聴裁判所(※） 申立権者 必要的陳述聴取 告知の定め 取下制限 備考

家事審判法

類l 号親子
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当事者が合意で定める家庭裁判所(法66［）
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雪畢者.利害関係参加人
(法741)
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養子の熟縄後に親樋者となるべき
者の指定
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子(父又は母を同じくする数人の子について
の親権者の指定若しくは変更又は第三者が
子に与えた財産の管理に関する処分の申立
てに係るものにあっては,そのうちの一人)の
住所地を管轄する家庭裁判所(法167）
又は

当事者が合愈で定める涼庭裁判所(法66【）
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ヨ畢吉の陳述(法68） ヨ畢省.利吾関係参加人
(法741）
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8 親桓者の指定又は変更

子(父又は母を同じくする数人の子について
の親権者の指定若しくは変更又は第三者が
子に与えた財産の管理に関する処分の申立
てに係るものにあっては,そのうちの一人)の
住所地を管鮪する家庭懇判所(法167）
又は

当事者が合窓で定める家庭裁判所(法661）

父.母,子の親族(民819
V．Ⅵ、749）

(指定については,父.母
のみ）

当畢省の既述(法68）

【親権者の措定又は変更の
審判をする堀合】
子(16歳以上のもの)の隙
述(法169Ⅱ）

害関係参加人

乙 7

扶養
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相手方(数人に対する申立てに係るものに
あっては.そのうちの一人)の住所地を管轄
する家庭裁判所(法182m)
又は

当率者が合意で定める家庭裁判所(法661)
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者(民878.880)
当函の厩述(麓68） 当畢省.利害

(法741)
関係参加人
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※上記事項につき鯛停を申し立てる堪合の管翰は･相手方の住所地を管轄する章庭議判所又は当事者が合意で定める家庭蕊判所(法2451)である。

項

家事率件手続法

事項
審判の岨合の管轄裁判所(※） 申立権者 必要的陳述聴取 告知の定め 取下制限 飼考

家事審判法

類 号

10
扶養の程度又は方淺についての
決定及びその決定の変更又は取
消し

相手方(数人に対する申立てに係るものに
あっては.そのうちの一人)の住所地を管輪
する家庭裁判所(法182m）
又は .

当事者が合意で定める家庭蛾判所(法661）

沃蚕礪利者,扶饗鞍務
者(民879,880）

壹拳有の卿亜(法68》 当ゆ省.利害閥係参加人
(法741）
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相縞
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相続の場合における祭具等の所
有権の承経者の指定
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相続が開始した地を管輪する家庭裁判所(法
190】）
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当事者が合意で定める家庭裁判所(法661〉
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親族又はこれに準ずる者
(民897Ⅱ）
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当事者の陳述(法68） 当編者.利害閲保参加人
(法74I)
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逓産I
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相続が開始した地を管轄する家庭裁判所(法
191】）

又は

当事者が合意で定める家庭蕊判所(法661)
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線分の鯉受人.遺言執
行者(民1012),相綻人
の値権者
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当畢者の陳運(法68） 雪事者,利害関係参加人
(法741）
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14 寄与分を定める処分

【遺産分割審判事件が係属している鳩合】
当該通産分割審判事件が係屈している裁判
駈鮭哩皿>又は当事者が合意で定ある濠
庭裁判所(法661)

【上記以外の塙合】
相続が開始した地を管輪する家庭裁判所(法
191 1)又は当事者が合恵で定める家庭裁判
所(法661)

"再0判1画“〆、〒0睡祁疵

人の事薬に関する労務
の提供又は財産上の給
付,被相続人の療養看
狸その他の方法により被
相続人の財産の維持又
は増加について特別の
寄与をした者(民904の2
ロ）

当事者の騨述(法68） 当串省,利害関係穆加人
(法741)

商誕が第一審として

家車審判の手続を
行う場合あり
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請求すべき按分割合に関する処
分
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自立人旦は相手方の住所地を管輪する家庭
藏判所(法2331)
又は

当事者が合愈で定める家庭裁判所(法66［）
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天又は饗であった者(厚
生年金保険法78の2Ⅱ，
国家公務員共済組合途
93の5Ⅱ(私立学校教聴
員共済法25で準用)，地
方公務員等共済組合法
105Ⅱ）

当畢有の煕迩(法6⑲ 利畜閣1糸参加人
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